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はじめに 

【学修者本位の教育の実現】 

 テクノロジーの急速かつ継続的な進化、グローバリゼーションの一層の進展の中で、社会は

個人間の相互依存を深めつつより複雑化・個別化しています。今後到来する予測困難な時代に

あって、学生たちは卒業後も含めて常に学び続けていかなければなりません。学生自身が目標

を明確に意識しつつ主体的に学修に取り組むこと、その成果を自ら適切に評価し、さらに必要

な学びに踏み出していく自律的な学修者となることが求められています。こうしたことを背景

とし、「２０４０年に向けた高等教育のグランドデザイン」（平成３０年１１月２６日中央教育

審議会答申）（以下「グランドデザイン答申」という。）においては、高等教育改革の実現すべき

方向性として、高等教育機関がその多様なミッションに基づき、学修者が「何を学び、身に付け

ることができるのか」を明確にし、学修の成果を学修者が実感できる教育を行っていること、

そのための多様で柔軟な教育研究体制が各高等教育機関に準備され、このような教育が行われ

ていることを確認できる質の保証の在り方へ転換されていくことを掲げ、「学修者本位の教育の

実現」を謳っています。 

 

【教育の質保証の課題】 

一方で、１８歳人口の減少等を背景に我が国の大学教育の質の変化を懸念する声も出ており、

グランドデザイン答申には、高等教育の大衆化に伴う変容を前提としても、教育の質を保証す

るための現在の取組は不十分との認識が示されています。 

こうした課題を乗り越え、大学教育が学修者本位の観点から十分な効果を上げることができ

るようにするためには、教育を目的とする組織としての大学が、教学マネジメントという考え

方を重視していくことが必要です。 

 

【教学マネジメントとは】 

 教学マネジメントは「大学がその教育目的を達成するために行う管理運営」と定義され、自

らの責任で自大学の諸活動について点検・評価を行い、その結果をもとに改革・改善に努め、教

育の質を自ら保証する内部質保証体制を確立するものです。 
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【本学の取り組みについて】 

本学では、学長のリーダーシップのもと全学的な教学マネジメントを推進するため、    

２０２１年度に教育改革委員会を設置し、種々の審議を重ねてきました。 

教育改革委員会の審議のもと、建学の精神を踏まえ、３つのポリシーに基づいた全学的な教

学マネジメントの確立を目指し、各学部・学科が教育活動におけるＰＤＣＡサイクルに基づい

た取り組みを適切かつ継続的に実行できるように方針を定めました。 

本学における教学マネジメントを確立し、学修者視点に立った教育の質保証を実現するため

には、学部長や学科長に限らず、教育にかかわる全教職員が、共通の認識のもとに教育改革に

取り組むことが重要です。 
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Ⅰ 教学マネジメントの確立 

 帝京大学教育改革委員会を中心に、各キャンパス・学部等における教育研究活動の質の向上

に向けた取り組みを行えるよう全学的な観点から改善の方向性を示し、点検・評価することに

よって、整合性の確保された教学マネジメントを確立します。 

 

Ⅱ 点検・評価の実施 

 本学では、「教育の質保証」を実現するための教学マネジメントのＰＤＣＡサイクルの定着・

推進を図ることを目的として、点検・評価を実施します。 

 ２０２２年度以降、「「三つの方針」を通じた修得目標の策定・見直し」「カリキュラムの体系

性・有効性の確保」「シラバスの作成・改善」「適切な入学者選抜の実施」「学修成果・教育成果

の評価」といった５つの項目（以下Ⅲ～Ⅶ）について、規定のフォーマットに則って、各学科に

てその実施状況についての自己評価を実施します。（「適切な入学者選抜の実施」の項目は、2025

年度より追加） 

 また、点検は各学科にて毎年実施することになりますが、評価は複数年に一度の実施となり

ます。評価を実施する学科につきましては、事前に学長室よりご連絡いたします。点検、評価と

もに、各学科より「点検・評価報告書」を学長室に提出していただき、その後、学科と学長室に

て報告書の内容を基に、対話を行います。対話を通して、学科の認識しているカリキュラムに

関する課題や検討状況、今後の改善の方向性について確認します。 

 

※ 参照 

「点検・評価に係る要項」、「点検・評価に係るガイドライン」 

 

Ⅲ 「三つの方針」を通じた修得目標の策定・見直し 

大学における教育の質を保証するため、各大学において、「卒業認定・学位授与の方針」（ディ

プロマ・ポリシー）、「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）、及び「入学者受

入れの方針」（アドミッション・ポリシー）の３つのポリシーを策定することが求められており

ます。 
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本学では、上記のディプロマ・ポリシーの他に、学科ごとに修得目標を定めております。 

修得目標とは、ディプロマ・ポリシーを補完するものとして、学士課程の学生が卒業時まで

に身に付けるべき資質・能力を具体的に定義したものです。ディプロマ・ポリシーより具体度

が高く、教育課程を点検する際の基準にも活用されます。 

 修得目標には、全学の修得目標と学科の修得目標があり、全学の修得目標とは、建学の精神

を具体化したもので、全学生が身に付けるべき資質・能力であり、学科の修得目標は、全学の修

得目標を含め、学科のディプロマ・ポリシーを具体化する形で、当該学科の学生が身に付ける

べき資質・能力となります。 

 修得目標の策定については、学生に対して、分かりやすく適切な構成や表現になっているか、

目標としてのレベルが適切であるかといった観点で検証していく必要があります。そのために、

ガイドラインを作成していますので、それを基に点検・評価することとなります。 

 

※ 参照 

「修得目標の策定・更新に係る要項」「修得目標の策定・更新に係るガイドライン」 

 

Ⅳ カリキュラムの体系性・有効性の確保 

カリキュラムの体系性・有効性を点検・評価する上で、カリキュラムマップの作成が重要と

なります。カリキュラムマップとは、学科の科目と修得目標の関係を示した対応表のことです。 

カリキュラムマップを学生に対して示すことで、学生は修得目標に沿った履修計画を立てら

れるようになります。 

 

 

① ディプロマ・ポリシー 

各大学、学部、学科等の教育理念に基づき、どのような力を身に付けた者に卒業を認定

し、学位を授与するのかを定める基本的な方針 

② カリキュラム・ポリシー 

ディプロマ・ポリシーの達成のために、どのような教育課程を編成し、どのような教育

内容・方法を実施し、学修効果をどのように評価するのかを定める基本的な方針 

③ アドミッション・ポリシー 

各大学、学部、学科等の教育理念、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーに

基づく教育内容を踏まえ、どのように入学者を受け入れるかを定める基本的な方針 
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一方、授業を担当する教員に対しては、カリキュラムマップを確認することで、担当科目が

どの修得目標の涵養・評価を担うものであるかを明確に意識した上で、シラバスを作成するこ

とができるようになります。 

また、単位取得者数や履修者数データを用いて、修得目標の観点から科目の過不足や偏りを

把握することで、修得目標に対する科目の体系性や有効性を確認することが可能となり、現行

カリキュラムの課題を明らかにして、その改善の方向性を見出すことができます。 

現行カリキュラムにおいて明らかになった課題については、可能な限り改善のための施策を

具体的に作成します。カリキュラム改善計画は、中長期視点でカリキュラム改善の方向性を定

めることを趣旨としていますので、毎年内容が変更となることのないよう、学科として目指す

方向性を明確にして作成します。 

 

※ 参照 

「カリキュラムマップの作成・更新に係る要項」「カリキュラムマップの作成・更新に係る

ガイドライン」「カリキュラム改善計画の策定・更新に係る要項」「カリキュラム改善計画の

策定・更新に係るガイドライン」 

 

Ⅴ シラバスの作成・改善 

 シラバスは、個々の授業科目について、学生と教員との共通理解を図る上で極めて重要な存

在であり、かつ、成績評価の基点となるものであることを踏まえ、適切な項目を盛り込むこと

が必要です。 

 各教員が作成したシラバスについて、科目と修得目標の関係が適切にシラバスの中に落とし

込まれているかを、学科として組織的に確認していきます。 

また、同じ科目を複数の教員で担当している場合、または、同一の修得目標に紐づく科目に

ついて、シラバスを作成する際に担当教員間で事前に検討し、シラバスの内容を調整・統一す

ることが望まれます。 

 

※ 参照 

「シラバス作成のためのガイドライン」 
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Ⅵ 適切な入学者選抜の実施 

 修業年限内で学修活動に用いることができる学生の時間は有限であるという視点から考えて

も、卒業までにすべての修得目標を確実に達成するためには、学生が入学段階で一定の資質・

能力等を備えておく必要があります。そのために、アドミッション・ポリシーは、他の２つの方

針と一体的に策定される必要があり、入学志願者に入学段階で備えておくべき資質・能力を具

体的に示しておくことが重要となります。また、アドミッション・ポリシーに基づいて実施さ

れる入学者選抜が、当該資質・能力を評価・判定する上で適切なものとなっていたか点検・評価

し、その結果を踏まえて入学者選抜方法および同方針の見直しを検討していくことになります。 

 

Ⅶ 学修成果・教育成果の評価 

 学修成果・教育成果については、「学生の修得目標の達成度合いの把握」「就職率または国家

試験合格率の向上に向けた取り組み」「学生調査の分析・活用」「授業評価アンケートの分析・活

用」といった４つの項目を通じて、評価します。 

 「学生の修得目標の達成度合いの把握」は、学修ポートフォリオ上での学生の自己評価結果

や学業成績、授業評価アンケート結果等のデータを収集・分析して実施します。 

 「就職率または国家試験合格率の向上に向けた取り組み」は、各学科で就職率または国家試

験合格率をしっかりと把握し、その数値について分析した結果を踏まえて率の維持向上に向け

た取り組み状況を確認します。 

「学生調査の分析・活用」は、学生調査の結果・推移を把握し、学生の学修活動、満足度の数

値の向上に向けた検討または取り組みに活用していくことになります。 

 「授業評価アンケートの分析・活用」は、授業評価アンケートの結果とその推移を学科全体で

把握し、各授業科目の改善に活用していくことになります。 

 

※ 参照 

「学修成果の評価に関するガイドライン」「学修ポートフォリオの活用に係る要項」「学修

ポートフォリオの活用に係るガイドライン」「企業等インタビューの実施に係る要項」「授

業評価アンケートの実施に係る要項」「アセスメント・ポリシーの策定・更新に係る要項」

「学生調査の実施に係る要項」 
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Ⅷ 教学マネジメントを支える基盤の構築 

学修成果・教育成果を最大化するためには、教職員の能力向上が必要不可欠です。対象者の

役職や経験に応じた適切かつ最適なＦＤ・ＳＤを組織的かつ体系的に実施していく必要があり

ます。加えて、ＦＤ・ＳＤは、学修成果・教育成果の把握・可視化により得られた情報の共有、

課題の分析、改善方策の立案等、実際に教育を改善する活動として位置付け、実施することが

重要です。 

ＦＤ活動については、各学部のＦＤ委員会や高等教育開発センターを中心に企画・立案され、

教育力の向上に向けた多様な研修機会を提供しています。ＳＤ活動については、「職階別研修」、

「目的別研修」、「リーダー育成研修」、「外部機関研修」、「自己啓発研修」といった分類により本

部人事課を中心に多様な研修機会を提供しています。今後、自己点検・評価の結果等を踏まえ、

適宜、見直しを行い、充実・高度化を図ります。 

また、教学ＩＲは、教学マネジメントの基礎となる情報を収集する上での基盤であり、学長

をはじめとする学内の理解を促進するとともに、教学ＩＲを実施する上で必要となる体制・制

度の整備や人材の育成を進めていく必要があります。 

 

Ⅸ 情報の公表内容の充実 

大学自らが、学生や学費負担者、入学希望者等の直接の関係者に加え、幅広く社会に対して

積極的に説明責任を果たしていくことが必要であり、また、大学教育の質の向上という観点か

らも、情報公表には重要な意義があります。 

 今後、本学がその有する強みと特色を生かして学修者本位の観点からその教育を充実してい

くためにも、学生の学修成果や大学全体の教育成果に関係する情報をより自発的・積極的に公

表していくことが必要です。また、社会との関係の深化に伴い、地域社会や産業界、大学進学者

等の大学の外部からの声や期待を意識し、社会からの信頼と支援を得るという好循環を形成す

るため、さらに、社会からの評価を通じた大学教育の質の向上を進めるためにも、情報の公表

を積極的に進めることが必要です。 

このため、今後は、文部科学省「教学マネジメント指針」で示された、「公表の意義、公表す

ることが考えられる内容、公表する情報の収集等の方法の考え方」を参考に情報の公表内容の

充実を図ります。 
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点検・評価に係るガイドライン 

 

1 点検・評価実施の目的 

・ 点検・評価では、以下 2 つの目的をもとに実施する。 

① PDCA サイクルの定着・推進 

・ 教育改革委員会で定めた PDCA サイクルに関わる事柄の各学部・学科の実施状況を確認す

る。 

・ 共通の評価項目・基準で点検・評価を実施することで、同じ PDCA サイクルが全学部・学

科で回る状態を目指す。 

② 各部局の状況把握と学内のグッドプラクティスの共有 

・ より良い学修成果・教育成果を上げるために各学部・学科が何を考え、実施しているかを把

握する。 

・ 他学科の模範となりうるような学内のグッドプラクティスを共有する。 

 

2 点検・評価の進め方 

2.1 点検の実施手順 

・ 点検は毎年、委員会で定めた項目について、各学科が自己点検を実施する。 

・ その結果を「点検・評価報告書」として学長室に提出し、その内容を基に学長室・学科で対話

を実施、課題や今後の改善の方向性について確認する。 

 

点検の実施手順は以下のとおり。 

 

  

3. 学長室・学科での対話（9~12 月頃） 

学長室にて、各学科の報告書の内容を確認した上で、教育改善に向けた対話を実施 

１. 点検の依頼（7 月頃） 

学長室より、各学科へ、点検の実施を依頼 

2. 点検・評価報告書の作成・提出（7~9 月頃） 

各学科は点検・評価報告書を基に、自己点検を実施し、その結果を学長室へ提出 

4. 結果の取りまとめ・報告（1~3 月） 

学長室にて、点検及び対話の結果を取りまとめ、学長及び教学担当副学長へ報告 
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2.2 評価の実施手順 

・ 評価は複数年に 1 回、学科間のローテーションで実施する。 

・ 点検と同様の報告書にエビデンス資料を添付して提出し、学科の自己評価の妥当性を学長室が

検証する。その上で、学長室・学科で評価結果の報告および教育改善に向けた対話を実施す

る。 

 

評価の実施手順は以下のとおり。 

  

1. 評価の対象学科の通知（前年度末頃） 

学長室より、評価の対象学科を選定し、学科へ通知 

 

2. 評価の依頼（7 月頃） 

学長室より、評価の対象学科へ評価の実施を依頼 

 

４. 学長室・学科での対話（11～1 月頃） 

学長室が各学科の報告書とエビデンス資料を確認した上で、教育改善に向けた対話を実

施 

対話後、学長室から各学科へ評価結果を報告 

5. 結果の取りまとめ・報告（1~3 月） 

学長室にて、評価及び対話の結果を取りまとめ、学長及び教学担当副学長へ報告 

3. 点検・評価報告書の作成・エビデンス資料の収集、提出（7~10 月頃） 

各学科は点検・評価報告書を基に、自己点検を実施し、その結果とエビデンス資料を

学長室へ提出 

14



3 評価項目と評価基準の考え方 

3.1 点検・評価の評価項目 

・ 点検・評価は以下の 5 セクション、10 項目で実施する。 

 

【実施項目】 

セクション 項目 

1. 修得目標の策定・見直し 
① 構成や表現の妥当性や目標としてのレベルの確認 

2. カリキュラムの体系性・ 

有効性の確保及び効果的・

効率的な編成・運営 

① 修得目標に対する体系性・有効性の確認 

 
② 効果的・効率的な教育課程の編成・運営に向けた取り組み 

3. シラバスの作成・改善 ① 組織的なシラバスチェックの実施 

  ② 担当教員間の調整 

4. 入学者選抜 ① 入学者選抜の適切性の確認 

5. 学修成果及び 

教育成果の評価 
① 学生の修得目標の達成度合いの把握 

 ② 就職率・国家試験合格率の向上に向けた取り組み 

 ③ 学生調査の分析・活用 

 ④ 授業評価アンケートの分析・活用 

 

3.2 評価基準の考え方 

・ 各項目の点検・評価は、4～1 の 4 段階の評定尺度を基に実施する。 

・ 各項目の評価基準はルーブリックにて示し、統一的な評価を実施する。 

 

【評定尺度】 

評価点 評価基準 

4 必要な情報に基づき、現状把握・分析し、具体的な活用や取り

組みによって、向上や改善が見られているレベル 

3 必要な情報に基づき、現状把握・分析し、具体的な取り組みを

実施しているレベル 

2 必要な情報を収集し、現状把握・分析ができているレベル 

1 必要な情報を収集し、確認まで実施しているレベル 
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4 点検・評価結果についての報告内容 

・ 点検・評価結果は、点検・評価報告書に基づき、各項目について報告する。 

① 自己評価結果：各項目について、4～1 の選択形式で、学科の達成状況を記入。 

② （評価のみ）評価理由：各項目について、当該評価を選択した理由を記入。 

③ 課題：各項目についての課題や改善点を記入。 

※ 点検・評価にて顕在化した課題は、カリキュラム改善計画に改善施策を記入。 

④ 特筆すべき取り組み：他学科の参考となるような、学科独自の取り組みがあれば記入。 

⑤ エビデンス資料(※)：根拠となるデータや検討経緯または取組を示す資料、議事録等。 

※ 「点検・評価報告書」には毎年エビデンス資料を記入いただくが、記載したエビデン

ス資料を実際に提出するのは「評価」の実施年のみとする 

 

16



 

 

 

 

 

 

 

 

 

17



18



修得目標の策定・更新に係るガイドライン 

1. 修得目標の策定の目的

• 学生目線：学修の到達目標として

 学生が卒業後の社会・職業生活も見据えて学修の指針として活用できるような、具体性・実用性を備

えた学修到達目標とするため

• 教員目線：教育の目標として

 大学・学科等が学修者の視点に立って教育課程の計画・改善を推進していくための指針とするため

2. 更新のためのチェックリスト

項目 No. チェックリスト チェック

内容 
1 学科の修得目標(レベル 2)は全学の修得目標(レベル 2)の内容を網羅している 

構造 
2 ひとつのレベル 2 に複数の学修成果の 4 要素※が混在していない 

3 修得目標どうしの関係は or ではなく and である 

4 同じレベル 1 に紐づくレベル 2 どうしに重複がない 

5 数は多すぎず少なすぎない 

評価可能性 
6 在学中に観察できる行為で書かれている 

目標としての 

水準 
7 現実的かつチャレンジングな水準で書かれている 

具体性 
8 観察可能な行為で書かれている 

9 曖昧な修飾語を使用していない（「高いレベルで～ができる」等） 

語尾 
10 語尾は「～できる」で書かれている 

※ 学修成果の 4 要素とは、「知識・理解」「汎用的技能」「態度・志向性」「統合的な学習経験と創造的思考

力」を指す。
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(1) 学科の修得目標(レベル 2)は全学の修得目標(レベル 2)の内容を網羅している

• 全学の修得目標それぞれについて、 学科の修得目標のどれに対応しているかを確認する

（全学の修得目標と学科の修得目標は、原則 1 対 1 の紐づけとする）

• 全学の修得目標と紐づける学科の修得目標は、共通教育科目が紐づけられることを想定し、専門性の高

い表現が含まれていないものにする

• 全学と学科の修得目標の 4 要素は一致させる（全学の修得目標の 4 要素は変更不可）

• 全学の修得目標にあって自学科の修得目標にないものについては、その内容を追加する

• 全学の修得目標の内容を取り込む際には、それぞれの学問特性や目指す学生像を踏まえて、学科なりの表

現で記述し直す※1 

• どの全学の修得目標にも紐づかない目標が含まれていても構わない（それは学科独自の目標となる）

※1 全学の修得目標は全ての学科に所属する学生が身に付けなければいけない共通の資質・能力を定め

たものであるため、学科の修得目標よりも一般的な表現（抽象的な表現）を用いている。このため、

対応する学科の修得目標は、その内容を含む必要がある。  

全学の修得目標との対応関係の確認作業 

全学の修得目標 

ある ない 

学
科
の
修
得
目
標 

あ
る 

どの全学の修得目標 
に対応するかを確認 

対応不要 
(学科独自の内容) 

な
い 

その内容を 
学科の修得目標に追加 

- 
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(2) ひとつのレベル 2 に複数の学修成果の 4 要素が混在していない

• 「ひとつのレベル 2 にひとつの 4 要素」の原則が守られているかを確認する

• 4 要素のどれかひとつにスムーズに紐づけることができない場合は、記述が曖昧であるか、異なる能力

要素を混在させてしまっている可能性が高い。そのようなレベル 2 は複数に分割する

• 複数の 4 要素が混在すると、その達成度を評価する際に評価項目・基準が複雑になってしまうことに加

え、カリキュラム点検において授業科目との対応関係を調べる際に、科目の過不足を正確に測ることが

できなくなってしまう

• また、レベル 2 それぞれについて、適切な学修成果の 4 要素に紐付けられているかを改めて確認する

4 要素が混在した修得目標を用いた際のカリキュラム点検（イメージ） 

科目 

修得目標レベル 2 

科
目a 

科
目b

 

科
目c 

科
目d

 

科
目e 

科
目f 

科
目g

 

批判的思考と自己管理力を身に付けている 

〇 〇 

〇 〇 

〇 〇 〇 

〇 〇 

(3) 修得目標どうしの関係は or ではなく and である

• 特にレベル 2 どうしの関係が、or になっていないかを確認する

• 修得目標に定める資質・能力は、卒業時までに全ての学生に修得してもらう公約数的なものであるた

め、レベル 1 もレベル 2 も「そのどれかひとつ」を身に付けてもらうものではなく、「その全て」を身に

付けてもらう」ものとして定める必要がある

レベル 1→レベル 2 の分解のイメージ 

レベル 1 レベル 2 レベル 1 レベル 2

論理的に考察し、 

論文で主張できる 

適切な論点の設定 

外国語の運用能力 

を身に付ける 

英語を身に付ける 

and or 

情報の収集・活用 中国語を身に付ける 

and or 

解決案の提示と 

優劣付け 
ｽﾍﾟｲﾝ語を身に付ける

and or 

構文・語彙 ﾌﾗﾝｽ語を身に付ける

これでは 

・ 批判的思考だけに対応する科目

ならばあったのか

・ 自己管理力だけに対応する科目

ならばあったのか

が分からない。 

・ レベル 2 すべてを身に付ければ、レベル 1 が身

に付く。レベル 2 間の関係は and になっている

・ “どれか一つ”を身に付けてもらおうとして、

レベル 2 間の関係が or になってしまっている
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(4) 同じレベル 1 に紐づくレベル 2 どうしに重複がない

• 同じレベル 1 に紐づくレベル 2 どうしの内容に重複がないか、また学生にとって違いが明瞭に分かるか

を確認する

• レベル 2 どうしの隠れた重複をあぶりだすためには、「一言で言えば何なのか」を考えてみることがひと

つの手段として有効

「一言で言えば何なのか」を併記してレベル 2 を整理し直した場合のイメージ 

レベル 1 レベル 2

論理的に考察し、 
論文で主張できる 

A 
(テーマ設定)与えられた課題に対して適切なテーマを
設定し、その意義・新規性を説明できる

B 
(情報収集)問題の解決に必要な情報を収集し、出典とと
もにその意味・限界を説明できる 

C 
(結論付け)問題の解決に資する可能性のある仮説を複
数挙げ、収集した情報を基に優劣付けを行い説明でき
る 

D (文章力)説得力のある構成で論文を書くことができる 

・ 「一言で言えば何なのか」を併記することでメッセージがクリアかつ具体的になり、レベル 2 間の違いも
分かりやすくなる

・ 「一言で言えば何なのか」の検討は重複の発言につながり得る(一言に言い換えると同じになってしまうな
らば、ほぼ重複している内容とみなして一つにまとめてしまう)

(5) 数は多すぎず少なすぎない

• 修得目標の数はあくまで結果であるため、数それ自体に拘る必要はないが、レベル 1 を具体化・細分化

したものがレベル 2 であるため、1 つのレベル 1 に対して、2 つ以上のレベル 2 を紐づける必要がある

• 数が多すぎると教育目標として管理困難であり、学生にとっても分かりづらくなってしまうため、1 つ

のレベル 1 に対して、紐づけるレベル 2 は 5 つ程度までとすることが望ましい

(6) 在学中に観察できる行為で書かれている

• 達成度を評価することを前提に、在学中に観察できる行為であるかを確認する

• 例えば、シーンを卒業後に限定している目標（例：就職先で～できる）やタイムスパンが長い目標

（例：生涯を通して学習できる）等は、「そのような学習者ならば在学中に何を達成できているか」を推

測し、在学中の行為に置き換えて書く

(7) 現実的かつチャレンジングな水準で書かれている

• 卒業認定・学位授与の基準として相応しい水準の目標になっているか、特に、難しすぎる内容となって

いないか確認する

• 「問題を解決できる」「リーダーシップがある」等の一般的な表現は、学習者にとって具体的な水準を把

握しにくく、一般に、高度な目標に見えてしまう傾向があるため、記述を具体化することで水準を明確

化する
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(8) 観察可能な行為で書かれている

• 修得目標には可能な限り、評価者（教員）にとって観察できる行為を書く

• 観察可能な行為を記述することで目標が具体的になる。また、その目標が達成されたかの評価が容易に

なる（特に、態度・志向性については、その結果としての行為を記述することではじめて評価が可能に

なる）

修正が必要な表現の例 

修正が必要な表現の例 修正方法 表現の修正案 ※1 

その行為自体は 

しているか/していないか 

が観察者には分からないもの 

認識できる 

尊重できる 

理解できる 

気づくことができる 

その結果としての 

行為を考える 

多様な価値観を尊重できる 

→多様な価値観を尊重し、 

対立に陥らず議論できる 

観察できるようで、実際に 

観察者の目に映るのはより 

具体的な別の行為であるもの 

行動できる 

責任を果たすことができる 

関与できる 

貢献できる 

解決できる 

リーダーシップを執ることが

できる 

実際に観察される行為は 

何かを考える 

(「どうやって」を考える) 

チームに貢献できる 

→チーム内の議論に加わり、 

自分の意見を主張できる 

学修そのもの 
学習できる 

修得できる 

学んだ結果として 

何ができるかを考える 

知識を修得できる 

→知識を説明できる 

※1 上表に挙げた修正案は、あくまで参考のための一例。何が観察でき、評価できるかは、各学科のカ

リキュラムや教育・学修環境に左右される。また、どのような行為に置き換えるかはその学科の

「何を身に付けてもらいたいか」の意志を反映するため、同じ動詞・表現でも置き換える行為は学

科によって異なりうる。 

(9) 曖昧な修飾語を使用していない

• 形容詞・副詞は極力使わず、他の具体的な表現で言い換えられないかを確認する

• 特に、「高いレベルで～ができる」等、目標の内容や水準を不必要に曖昧化する形容詞・副詞は用いない

(10) 語尾は「～できる」で書かれている

• 語尾が「～できる」で書かれているかを確認する
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 シラバス作成のためのガイドライン 

 

１．授業の概要 【必須項目】 

授業で扱う分野について、修得目標（※）を涵養・評価するために適した内容とした上で、授業の全体

を把握できるよう概要を記載してください。 

 ※ 修得目標の設定は、2022 年度入学生の教育課程からとなりますので、2021 年度以前入学生の教育課程

につきましては、ディプロマ・ポリシーとなります。（以下項目も同様） 

 

２．授業の到達目標 【必須項目】 

  当該授業科目がどの修得目標を身に付ける役割を担っているかに留意し、達成すべき水準が明確に分かる

よう、修得目標よりも具体的に設定してください。 

記載にあたっては単位取得により修得できる能力を学生の立場から、学生を主語にして「○○できる」「○

○を修得する」等の表現で示してください。 

また、当該授業科目に複数の修得目標が割り当てられている場合、修得目標のひとつひとつについて、そ

れぞれ到達目標を設定することが望ましく、箇条書き（①、②・・）で記載してください。 

 

 

 

 

 ※（参考）授業の到達目標に使用する動詞の例 

  ● 認知的領域（知識・理解） 

   説明する 記述する 意見を述べる 例を挙げる 列挙する 比較する 分類する 対比する 

   同定する 選択する 関係づける  解釈する  指摘する 予測する 推論する 分析する 

   計算する 解く   解析する   適用する  応用する 評価する 批判する 証明する 

  ● 技能・表現領域（汎用的技能） 

   模倣する 工夫する 実施する 創造する 操作する 動かす 準備する 調査する  

測定する 調整する 配合する 運転する 修理する 行う  描く   設計する 

   作成する （技術を）身につける 話す  書く   読む  反復する 

  ● 情意的領域（態度・志向性） 

   議論する 助ける 参加する 協力する 協調する 配慮する 感じる 寄与する 

   コミュニケートする 見せる 表現する （興味・関心・態度を）示す 反応する 

  

３．修得目標、ディプロマ・ポリシーとの関連 

  カリキュラムマップによって割り当てられた、その科目に対応する修得目標を自動で表示します。 

  割り当てられた修得目標が正しいかをご確認ください。 

 

 

 

（例）①「○○の仕組みを他者に説明できる。」 

②「○○を操作することができる。」 
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４．成績評価の方法および基準 【必須項目】 

修得目標を踏まえた授業の到達目標を達成するために適した課題・試験を成績評価方法として設定して

ください。また、成績評価には、複数の基準を用いることが望ましく、設定する成績評価方法それぞれの

配分をパーセントで設定してください。 

  なお、下表から選択回答式としておりますが、詳細や補足については適宜自由コメント欄に記載してく

ださい。 

 

 

 

 

 ※ 出席が前提の成績評価において、出席点は評価基準に含めるべきではないとされています。そのた

め、成績評価に出席点を含めるという記載はしないでください。 

 

 

 

 

５．試験・課題に対するフィードバック方法 【必須項目】 

   学生にとって、どのように学修すれば達成すべき能力を身に付けることができたのかを理解すること

により、その後の学修意欲が高まることから、フィードバックは重要なものと捉え、試験・課題に対し

てどのようにフィードバックを行うかを設定してください。 

なお、下表からの選択回答式となります。 

 

   

 

 

６．授業形態 【必須項目】 

  修得目標を涵養・評価するために適した授業形態を設定してください。なお、下表から選択回答式とし、

その科目が複数の授業形態を持つ場合には複数選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・講義 ・演習 ・実験 ・実習 ・実技 

・試験 ・小テスト ・レポート ・プレゼンテーション ・グループワーク  

・リアクションペーパー ・発言、応答 ・実験 ・実習 ・実技 ・ポートフォリオ  

・ディベート ・その他（自由記述） 

 

・授業内で解説を行う  ・試験やレポート等について添削し返却する 

・LMS 等に解説を掲載する  ・その他（自由記述） 

【NGワード・不適切な内容】 

成績評価として、「出席点を含める」 「欠席すると減点」 

講義・・・教員主導の知識の伝授を目的とした通常教室内で行う講義形式の授業形態。 

演習・・・教員指導のもとに学生が主体的に行うゼミナール形式の授業形態。少人数の学生が

特定のテーマについて研究し、発表や討論を行う授業形態。 

実験・・・理論や仮説が正しいか一定の条件を設定して実際に確かめる授業形態。 

実習・・・学んだ知識や技術を実際の現場あるいは実物を用いて学習する授業形態。 

実技・・・学習者自身が学んだ知識をもとに技術や演技を実際に行う授業形態。 
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７．この授業におけるアクティブ・ラーニングを実現するための教育手法 

  修得目標の涵養・評価に適したアクティブ・ラーニングを実現するための教育手法を実施している場合

は、その教育手法を下表から選択してください。 

 

 

 
 
 

８. 授業における ICT の活用 

  授業において情報通信技術（ICT）を活用している場合は、その用途を下表のいずれか、または両方を選

択してください。 

   

 

 

９．事前事後学修の内容およびそれに必要な時間 【必須項目】 

事前学修（予習）と事後学修（復習）の両方について、その内容にかかる必要な時間も含め、具体的な

指示を記載してください。 

そのため、内容については、単に「テキストの予習」ではなく、 

「○○についてレポートにまとめること」等、学生の学修に関する具体的な指示を記載してください。 

また、各授業の学修時間は授業時間外の事前事後学修も含め、1 単位あたり 45 時間となります。各授

業に設定された授業時間数を踏まえて、事前事後学修の時間を記載してください。 

  【参考】 

単位数 授業時間数 事前事後学修時間 

半期 2 単位 
30 時間 60 時間 

60 時間 30 時間 

半期 1 単位 30 時間 15 時間 

 

１０．教科書/参考資料（図書・映像） 

  授業で使用する教科書および参考資料の情報（書名・著者名・出版社・出版年など）を記載してください。

その際、教科書が絶版になっていないかをご確認ください。 

  教科書については授業で使用し、原則として購入を義務付けるものとしてください。 

  また、オープンな教育リソースを利用している場合は参考資料として記載してください。 

 ※ 「オープンな教育リソース」とは、インターネット等を通じて無償で入手可能な講義教材、教育ソフ

トウェアを含む教育リソースを指します。外部のサービス等（例えば edX、Coursera、JMOOC 等）

を通じたものや、各大学等のホームページ等で独自に提供されるものも可能となります。 

 

１１．その他履修上の注意事項 

当該授業科目を履修する上で、前提条件として履修すべき科目、同時に履修すべき科目、今後履修すべ

き科目があれば記載してください。 

また、学生に求める授業に臨む姿勢や態度、連絡やルール等があれば記載してください。 

・グループワーク ・ディスカッション、ディベート ・プレゼンテーション ・実習、フィールドワ

ーク ・ロールプレイ ・模擬授業 ・PBL ・反転授業 ・双方向アンケート ・リアクションペー

パー ・その他（自由記述） 

・双方向授業（クリッカー、タブレット端末等を活用） 

・自主学習支援（e-learning（LMS 等）を活用） 
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１２．授業の内容［授業計画］ 【必須項目】 

学生の予習の参考となるように、各回の具体的な授業内容を記載してください。 

① テーマ（具体的な章、節等を明示） 

② 授業形態（講義、グループ・ディスカッション等） 

半期２単位の講義（90 分）の場合、15 回分の授業が確保されているか確認してください。 

  

 

 

 

 

 

 ※ 授業回数に試験のみは含めないこととなっております。授業の中で到達度確認のための試験を実施す

る場合には授業の総括や解説などを合わせて行うようにしてください。 

 

 

 

 

１３. 実務経験のある教員による授業 

   担当する授業科目に関連した実務経験を有している教員が、その実務経験を十分に授業に活かしつつ、

実践的教育を行っている授業科目である場合、実務経験を活かして、どのような授業を行うかを以下の例

に従って記載してください。 

   ※ 実務経験とは、大学等における教育研究活動ではない「実務」の経験を指すものであり、他大学等

における教員としての勤務経験は、「実務経験」には該当しません。 

ただし、以下の場合は「実務経験」に該当します。 

・教員養成課程の授業科目を担当する教員の初等中等教育の学校における教員としての勤務経験 

・大学附属病院において医師や看護師としての勤務経験を有する教員 

 

（適切な例） 〇「本科目は、実務経験のある教員による授業です。担当教員は企業において採用面接及

び研修業務に携わっており、授業では企業における実例や実体験、現場での課題などを

題材とした講義を行います。」 

   〇「本科目には、実務経験のある教員が担当する授業が含まれます。実際に診療放射線技

師として臨床現場で活躍されている方を複数の施設からゲスト講師として招き、各分野

の実例や現場での課題などを題材として議論等を行います。」 

  （不適切な例）✕「本科目は、実務経験のある教員による授業です。」 

         ✕「本科目には、実務経験のある教員が担当する授業が含まれます。」 

         ✕「管理栄養士の有資格者が講義を行う。」 

 

 

 

 

【留意事項】 

記載項目 １、２、４、５、６、９、１２ は、記載が必須となる項目ですので、ご留意賜りますようお

願いいたします。 

【NGワード・不適切な内容】 

各回の授業内容として、「定期試験のみ」 

（適切な例） 1 回目 肝臓の○○と△△について学ぶ 

     2 回目 肝臓の□□と▽▽について学ぶ 

（不適切な例） 1 回目 肝臓（１） 

         2 回目 肝臓（２） 
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学修成果の評価に関するガイドライン 

 

1. 学修成果の評価の前提 

（1） 学生の「学修成果」は修得目標に照らし合わせて確認する。 

（2） カリキュラムマップを用いることにより、各授業科目が修得目標のうちどの資質・

能力を身に付けることに寄与するものであるかを明示する。 

（3） 各授業科目の担当教員は、カリキュラムマップで割り当てられた修得目標との整合

性に留意して、授業の到達目標を設定し、適切な課題・試験を成績評価に用いる。 

 

2. 修得目標の達成度合の測定 

（1） 点検・評価においては、下表に記載のデータを修得目標の達成度を測る目安として

各学科・コース等にて確認する。 

用いるデータ 確認の観点 

• カリキュラムマップ • 対応する科目の有無・数を、修得目標の達成状況

の目安として確認する 

• 科目ごとの履修者数 • 各科目の履修者数を、紐づく修得目標の達成状況

の目安として確認する 

• GPA • 修得目標ごとに算出した GPA を、その達成状況

の目安として確認する 

• 学修ポートフォリオ • 修得目標ごとに算出した学生の自己評価の数値

を、その達成状況の目安として確認する 

• 授業評価アンケート • 授業科目の内容と紐づく修得目標との間の整合性

を確認する 

 

3. 学生の自己評価と授業の結びつき 

（1） 学生による修得目標の把握及び学修の改善を促すために、全ての学科・コースは 

以下 3 点を授業内で実施する。 

• 修得目標の達成度に関する自己評価 

• その時点までの学修の振り返り 

• 学修（及び卒業後）に関する目標・計画の設定・修正 

（2） 学生による修得目標の達成度の自己評価は、学修ポートフォリオを活用する。 
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4. 全学の修得目標の達成度合の測定 

（1） 各学科・コース等における「全学の修得目標」の達成状況の評価については、以下

の 2 つの観点を中心に確認する。 

• 「学科の修得目標」の達成状況の評価を通した間接的な評価 

• 学生調査等を通した学生の主観的評価 

（2） 卒業生の就職先企業等からインタビュー調査を通して意見を聴取し、卒業生の修得

目標の達成状況を確認する。インタビュー調査等は、学長室が各キャンパスのキャ

リア担当部署と連携のうえ実施する。 

 

5. 教育に関する各種データの収集・分析・評価 

（1） 教育の改善を目的として、機関レベル（大学全体）、教育課程レベル（学科・コー

ス等）、授業科目のレベル別に、教育・学生に関する情報を収集・分析・評価す

る。 

（2） 機関レベルで収集・分析・評価する情報（大学として全学的に収集・分析・評価す

る情報）については、「アセスメント・チェックリスト」で示し、教育課程レベル

（学科・コース等）、及び授業科目レベルにて収集・分析・評価する情報について

は、各学科・コース等の「アセスメント・ポリシー」の中で定める。 

 

6. アセスメント・ポリシーの形態 

（1） 「アセスメント・ポリシー」は、大学全体および各学科・コース等のそれぞれで定

め、大学全体として定める「帝京大学アセスメント・ポリシー」では、各学科・コ

ース等がアセスメント・ポリシーを定める上での前提となる方針を規定する。 

（2） 各学科・コース等にて定めるアセスメント・ポリシーでは、教育課程レベル及び授

業科目レベルで収集・分析・評価する教育・学生に関する情報を定めるとともに、

学生による修得目標の達成度に関する自己評価の方針を規定する。 
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授業評価アンケートの実施に係る要項 

 

1. 目的 

(1) 授業評価アンケートは以下の目的で行う。 

① 各教員が担当した授業の改善にあたって、参考とするため。 

② 学部・学科等が教育課程の改善にあたって、参考とするため。 

 

2. 実施対象 

(1) 授業評価アンケートは、原則的に全ての授業科目・全ての教員に対して実施する。 

 

3. 実施頻度・実施時期 

(1) 授業評価アンケートは、各科目の一回の開講につき少なくとも一回は実施する。 

 

4. 実施方法 

(1) 授業評価アンケートは各キャンパス共通の設問にて、教務システムで実施する。 

 

5. アンケート内容の企画 

(1) 授業評価アンケートの内容に関わる検討は、原則的に学長室が行う。内容を変更する場合には、

授業評価アンケートを実施する年度の前年度のうちに、学長室が教育改革委員会の審議にかけ、

その承認を得る。 

 

6. 結果の確認・活用 

(1) 各教員は自身の担当した授業科目について、そのアンケートの集計結果を確認し、授業の改善に

係る検討に活用する。授業の改善については、アクションプランシートにより、授業の振り返

り、次期の授業に向けた改善策を作成し、教務システムへの入力を通して提出する。 

(2) 各学部・学科等でのアンケート結果の確認・活用については、以下の通りとする。 

① 学部長・学科長等は、当該学部・学科のアンケートの集計結果を確認し、カリキュラムの改

善に係る検討に活用する。また、必要に応じて各教員に対して学部・学科としての集計・分

析結果の一部を共有する。 

② 授業評価アンケート結果の学部・学科等での活用状況については、毎年の点検・評価の中で

各学科から学長室に報告する。 
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(3) 大学全体でのアンケート結果の確認・活用については、アンケート結果を踏まえ、教育課程の改

善に係る全学的な検討が必要であると学長室が判断した場合には、学長室はその企画を行い、教

育改革委員会にて各学部・学科等へ依頼する。 

 

7. 改廃 

(1) この要項の改廃は、学長及び教学担当副学長の承認を得た上で、学長室が行う。当該変更につい

て教育改革委員会で報告する。 

適用 

1. この要項は、２０２２（令和４）年４月１日から適用する。 

 

  

45



46



4. 更新の手続き

(1) 「帝京大学アセスメント ・ ポリシ ー」及び「アセスメント ・ チェックリスト」の更新に係る手続

きは、 次の通りとする。

① 「帝京大学アセスメント ・ ポリシ ー」の更新を行う際は、 学長室が起案し、 学長及び教学担

当副学長の承認を得る。

② 学長及び教学担当副学長の承認を得た更新版は、 学長室が教育改革委員会にて報告する。

③ 「アセスメント ・ チェックリスト」を更新する際は、 学長室が起案し、 学長室長の権限にお

いて承認を行う。「アセスメント ・ チェックリスト」の更新版は、 学長室が学長及び教学担

当副学長、 並びに教育改革委員会に報告する。

(2) 「学科のアセスメント ・ ポリシ ー」の更新に係る手続きは、 次の通りとする。

① 「学科のアセスメント ・ ポリシ ー」を更新する学科等については、 その責任教員がアセスメ

ント ・ ポリシ ーの修正案を作成し、 学部長の承認後、 学長室に提出する。

② 修正案の提出を受けた学長室は、 その内容を確認する。

③ 学長室の確認後、 責任教員は、 教授会の審議にかける。

5. 公開の手続き

(1) 「帝京大学アセスメント ・ ポリシ ー」及び各学科等のアセスメント ・ ポリシ ーの策定•更新時に

は、 大学ホ ー ムペ ー ジ及び必要に応じてその他の媒体上で学生 ・ 学外に対して公開する。

6. 改廃

(1)この要項の改廃は、 学長及び教学担当副学長の承認を得た上で、 学長室が行う。 当該変更につい

て教育改革委員会で報告する。

適用

1. この要項は、 2 0 2 2（令和4)年4月1日から適用する。

2. この要項は、 2 0 2 3（令和5)年4月1日から適用する。
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